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徳
島
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

徳
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
一
号
）
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に

お
い
て
準
用
す
る
徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
証
紙
及
び
自
動
車
税
の
種
別
割
の
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
徳
島
県
税
条
例
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
の
十
に
お
い
て
準
用

す
る
徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

指
定
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
財
団
法
人
徳
島
県
自
動
車
税

令
和
元
年
十
月
一
日

番
地
六

証
紙
取
扱
協
会



徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
号

徳
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
十
八
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
及
び
自
動
車
税
の
種
別
割
に

係
る
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

所
在
地

名
称

指
定
年
月
日

徳
島
市
応
神
町
応
神
産
業
団
地
一

一
般
財
団
法
人
徳
島
県
自
動
車
税

令
和
元
年
十
月
一
日

番
地
六

証
紙
取
扱
協
会



徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
獣

保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

鳥
獣
保
護
区

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

区

域

面

積

存
続
期
間

の
名
称

指
定
区
分

指

定

目

的

土
柱
鳥
獣
保

阿
波
市
阿
波
町
北
山
の
市
道
栩
ヶ
窪
北
山
線
終
点
を
起

一
三
三
ヘ

令
和
元
年
十
一

森
林
鳥
獣
生
息
地

こ
の
区
域
は
、
阿
波
市
北
西
部

護
区

点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
に
進
み
市
道
桜
ノ
岡
栩

ク
タ
ー
ル

月
一
日
か
ら
令

に
位
置
し
、
ク
ヌ
ギ
、
コ
ナ
ラ
等

ヶ
窪
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
に
進

和
十
一
年
十
月

を
主
体
と
す
る
落
葉
広
葉
樹
林
と

み
市
道
小
倉
栩
ヶ
窪
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

三
十
一
日
ま
で

な
っ
て
お
り
、
野
生
鳥
獣
の
生
息

市
道
を
南
に
進
み
市
道
阿
讃
山
麓
線
と
の
交
点
に
至
り
、

環
境
と
し
て
良
好
で
あ
る
と
認
め

同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
赤
坂
四
号
線
と
の
交

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
約
四
○
メ
ー
ト
ル

に
指
定
し
、
良
好
な
生
息
地
の
確

進
み
里
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
里
道
を
稜
線

保
を
図
る
。

り
ょ
う

沿
い
に
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区

域

仁
賀
木
鳥
獣

阿
波
市
市
場
町
日
開
谷
字
仁
賀
木
の
林
道
長
谷
線
仁
賀

一
七
四
ヘ

同

同

こ
の
区
域
は
、
河
川
上
流
部
の

保
護
区

木
小
橋
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
仁
賀
木
谷
川
を
北
に
進

ク
タ
ー
ル

森
林
地
帯
で
あ
り
、
自
然
環
境
に

み
ジ
ロ
セ
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
更
に
同
川
を

も
恵
ま
れ
、
鳥
獣
の
生
息
に
適
し

北
に
約
八
○
○
メ
ー
ト
ル
進
み
通
称
ア
ゲ
フ
デ
谷
と
の
交

て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
谷
を
東
に
進
み
徳
島
県
と
香
川

に
指
定
し
、
良
好
な
生
息
地
の
確

県
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線

保
を
図
る
。

を
南
東
に
進
み
阿
波
市
市
場
町
と
同
市
土
成
町
と
の
境
界

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
西
に
約

二
○
○
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線

り
ょ
う

を
南
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

津
乃
峰
鳥
獣

阿
南
市
見
能
林
町
の
津
峯
参
拝
リ
フ
ト
陣
ヶ
丸
駅
を
起

二
○
ヘ
ク

同

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

こ
の
区
域
は
、
阿
南
市
近
郊
に

保
護
区

点
と
し
、
同
所
か
ら
八
大
神
社
本
殿
と
の
見
通
し
線
を
南

タ
ー
ル

あ
り
、
神
社
境
内
林
を
中
心
に
天

東
に
進
み
同
神
社
本
殿
に
至
り
、
同
所
か
ら
参
道
を
南
に

然
広
葉
樹
林
が
残
さ
れ
、
鳥
獣
の



進
み
た
め
池
沿
い
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
と
の
交
点
に
至
り

生
息
環
境
に
極
め
て
適
し
て
い
る

、
同
所
か
ら
同
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
を
南
に
進
み
市
道
東
分

こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定

長
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
採
石
場
跡
地
西
端

し
、
良
好
な
生
息
地
の
確
保
を
図

と
の
見
通
し
線
を
北
西
に
進
み
同
跡
地
西
端
に
至
り
、
同

る
。

所
か
ら
長
生
参
道
を
北
東
に
進
み
津
峯
神
社
に
至
り
、
同

所
か
ら
参
道
を
東
に
進
み
津
峯
参
拝
リ
フ
ト
津
峯
神
社
駅

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
リ
フ
ト
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る

線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

太
龍
寺
鳥
獣

阿
南
市
加
茂
町
の
太
龍
寺
本
堂
を
起
点
と
し
、
同
所
か

四
五
ヘ
ク

同

同

こ
の
区
域
は
、
四
国
霊
場
二
十

保
護
区

ら
参
道
を
北
東
に
進
み
通
称
仁
王
門
の
四
ツ
辻
に
至
り
、

タ
ー
ル

一
番
太
龍
寺
を
中
心
と
し
、
周
辺

同
所
か
ら
通
称
龍
神
の
森
と
の
見
通
し
線
を
南
東
に
進
み

は
ス
ギ
古
木
に
よ
っ
て
深
山
を
形

同
森
に
至
り
、
同
所
か
ら
三
等
三
角
点
大
滝
寺
（
標
高
六

成
し
て
お
り
、
ま
た
、
区
域
内
に

○
一
・
五
メ
ー
ト
ル
）
と
の
見
通
し
線
を
南
に
進
み
同
三

は
水
源
も
多
く
、
鳥
獣
の
生
息
環

角
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
阿
南
市
と
那
賀
郡
那
賀
町
と
の

境
に
極
め
て
適
し
て
い
る
こ
と
か

境
界
線
を
西
に
進
み
南
舎
心
山
に
至
り
、
同
所
か
ら
参
道

ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
良

を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

好
な
生
息
地
の
確
保
を
図
る
。



徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
別
保
護
地
区

を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

特
別
保
護
地

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

区

域

面

積

存
続
期
間

区
の
名
称

指
定
区
分

指

定

目

的

津
乃
峰
鳥
獣

阿
南
市
見
能
林
町
の
津
峯
参
拝
リ
フ
ト
陣
ヶ
丸
駅
を
起

三
ヘ
ク
タ

令
和
元
年
十
一

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

こ
の
区
域
は
、
天
然
広
葉
樹
林

保
護
区
特
別

点
と
し
、
同
所
か
ら
南
西
方
向
に
あ
る
採
石
場
跡
地
の
最

ー
ル

月
一
日
か
ら
令

が
残
り
、
自
然
環
境
に
も
恵
ま
れ

保
護
地
区

西
端
地
点
と
の
見
通
し
線
を
南
西
に
進
み
同
地
点
に
至
り

和
十
一
年
十
月

、
鳥
獣
の
生
息
に
極
め
て
適
し
て

、
同
所
か
ら
津
峯
神
社
方
面
に
向
か
う
長
生
参
道
を
北
東

三
十
一
日
ま
で

い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区

に
進
み
津
峯
神
社
に
至
り
、
同
所
か
ら
津
峯
神
社
参
道
を

に
指
定
し
、
良
好
な
生
息
地
の
確

東
に
進
み
津
峯
参
拝
リ
フ
ト
終
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

保
を
図
る
。

リ
フ
ト
沿
い
に
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一

円
の
区
域

太
龍
寺
鳥
獣

阿
南
市
加
茂
町
太
龍
寺
仁
王
門
を
起
点
と
し
、
同
所
か

六
ヘ
ク
タ

同

同

こ
の
区
域
は
、
ス
ギ
古
木
に
よ

保
護
区
特
別

ら
谷
を
南
に
約
二
○
○
メ
ー
ト
ル
進
み
参
道
と
の
交
点
に

ー
ル

っ
て
深
山
を
形
成
し
て
お
り
、
自

保
護
地
区

至
り
、
同
所
か
ら
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
山
頂
駅
舎
北
端
と
の
見

然
環
境
に
も
恵
ま
れ
、
鳥
獣
の
生

通
し
線
を
南
西
に
約
四
七
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
参
道
と
の
交

息
に
極
め
て
適
し
て
い
る
こ
と
か

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
参
道
を
北
東
に
進
み
本
堂
を
経

ら
、
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、

て
納
経
所
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
参
道
を
東
及
び
北
東
に

良
好
な
生
息
地
の
確
保
を
図
る
。

進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域



徳
島
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一
１

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

２

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称
、
区
域
、
面
積
及
び
存
続
期
間

名

称

区

域

面

積

存
続
期
間

徳
島
特
定

徳
島
市
北
沖
洲
四
丁
目
の
国
土
交
通
省
吉
野
川
右
岸
河
川
管
理
用
道

三
、
三

令
和
元
年

猟
具
使
用

路
と
沖
洲
防
潮
堤
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
防
潮
堤
を
南

四
〇
ヘ

十
一
月
一

禁
止
区
域

に
進
み
県
道
徳
島
東
イ
ン
タ
ー
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県

ク
タ
ー

日
か
ら
令

道
を
東
に
進
み
マ
リ
ン
ピ
ア
沖
洲
の
防
潮
堤
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

ル

和
六
年
十

か
ら
同
防
潮
堤
を
右
回
り
に
進
み
マ
リ
ン
ピ
ア
沖
洲
南
進
入
道
路
の
港

月
三
十
一

湾
管
理
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
路
を
西
に
進
み
沖
洲

日
ま
で

防
潮
堤
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
防
潮
堤
を
南
に
進
み
新
町
川

左
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
津
田
木
材
団
地
臨
海
道
路
第
二
海

岸
橋
西
詰
と
の
見
通
し
線
を
南
東
に
進
み
同
橋
西
詰
に
至
り
、
同
所
か

ら
津
田
第
一
水
面
貯
木
場
西
側
汀
線
を
南
に
進
み
勝
浦
川
左
岸
と
の
交

て

い

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
を
西
に
進
み
多
々
羅
川
排
水
樋
門
に

至
り
、
同
所
か
ら
多
々
羅
川
右
岸
を
北
に
進
み
県
道
徳
島
環
状
線
下
大

野
橋
東
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
同
橋
西
詰
に
至
り

、
同
所
か
ら
市
道
多
々
羅
川
北
堤
上
線
を
西
に
進
み
市
道
大
野
山
城
線

新
川
橋
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
に
進
み
県
道
徳
島
環

状
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
一
般
国
道
五

五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
一
般
国
道
一
九
二
号
を
西
に
進
み

県
道
鮎
喰
新
浜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み

県
道
宮
倉
徳
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
法
花
谷
法
花
谷

山
線
を
西
に
進
み
市
道
配
水
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
西
に
進
み
徳
島
市
水
道
局
配
水
場
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
配
水
場

外
周
を
右
回
り
に
進
み
法
花
谷
配
水
場
貯
水
タ
ン
ク
へ
通
じ
る
階
段
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
階
段
を
西
へ
進
み
同
貯
水
タ
ン
ク
に
至

り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
南
西
及
び
北
西
に
進
み
朝
宮
神
社
に
至
り
、
同

り
ょ
う

所
か
ら
同
神
社
前
の
水
路
を
北
に
進
み
星
河
内
谷
川
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
川
を
北
に
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
同
川
に
架
か
る
橋

に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
寺
山
東
線
を
西
に
進
み
一
般
国
道
四
三
八
号

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み
園
瀬
橋
北
詰
に

至
り
、
同
所
か
ら
眉
山
鳥
獣
保
護
区
の
境
界
線
を
左
回
り
に
進
み
県
道



神
山
鮎
喰
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
に
進
み
上
鮎

喰
橋
東
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
鮎
喰
北
島
田
堤
上
線
を
北
東
に
進

み
不
動
橋
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
徳
島
吉
野
線
を
東
に
進
み
吉

野
川
大
橋
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
沖
ノ
洲
埠
頭
線
を
東
に
進
み

国
土
交
通
省
吉
野
川
右
岸
河
川
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
道
路
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

徳
島
市
総

徳
島
市
渋
野
町
学
頭
の
県
道
八
多
法
花
線
と
市
道
渋
野
八
多
線
と
の

八
七
ヘ

同

合
動
植
物

交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
辻
西
東
線
と

ク
タ
ー

公
園
特
定

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
市
道
上
八
万
渋
野
線

ル

猟
具
使
用

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
緑
の
リ
サ
イ
ク
ル

禁
止
区
域

セ
ン
タ
ー
入
口
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
有
地
と
民
有
地
と
の
境
界
線
を

北
西
に
進
み
徳
島
市
渋
野
町
と
同
市
上
八
万
町
と
の
境
界
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
に
進
み
同
町
と
同
市
方
上
町
と

の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
に
進
み
三

等
三
角
点
上
八
万
（
標
高
二
二
九
・
八
メ
ー
ト
ル
）
に
至
り
、
同
所
か

ら
市
有
地
と
民
有
地
と
の
境
界
線
を
南
東
に
進
み
森
神
社
西
側
の
市
道

森
谷
原
田
北
ノ
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
に

進
み
県
道
八
多
法
花
線
（
旧
道
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道

溜
尻
線
を
南
に
進
み
県
道
八
多
法
花
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
県
道
を
南
西
及
び
南
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区

域

し
ら
さ
ぎ

徳
島
市
上
八
万
町
上
中
筋
の
県
道
一
宮
下
中
筋
線
西
光
寺
橋
東
詰
を

二
九
六

同

台
特
定
猟

起
点
と
し
、
同
所
か
ら
園
瀬
川
右
岸
を
南
に
進
み
花
房
橋
南
詰
に
至
り

ヘ
ク
タ

具
使
用
禁

、
同
所
か
ら
一
般
国
道
四
三
八
号
を
西
及
び
南
に
進
み
徳
島
市
と
名
東

ー
ル

止
区
域

郡
佐
那
河
内
村
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線

を
北
西
に
約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
ん
だ
地
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線

り
ょ
う

を
北
に
約
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

谷
を
北
西
に
進
み
夫
婦
溜
池
南
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
池
西
側
汀
線

て

い

を
北
に
進
み
徳
島
市
一
宮
町
東
丁
に
通
じ
る
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
山
道
を
西
に
進
み
市
道
宇
和
山
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
東
丁
本
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
県
道
一
宮
下
中
筋
線
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の

区
域

大
津
南
特

鳴
門
市
大
津
町
の
一
般
国
道
二
八
号
大
津
橋
南
詰
を
起
点
と
し
、
同

五
三
ヘ

同

定
猟
具
使

所
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
県
道
徳
島
空
港
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

ク
タ
ー

用
禁
止
区

所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
旧
吉
野
川
右
岸
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

ル



域

か
ら
同
川
右
岸
を
北
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区

域

小
松
島
特

徳
島
市
大
原
町
の
大
崎
突
端
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
海
上
自
衛
隊

一
、
八

同

定
猟
具
使

小
松
島
航
空
隊
北
端
と
の
見
通
し
線
の
海
上
を
南
東
に
進
み
同
航
空
隊

二
〇
ヘ

用
禁
止
区

北
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
航
空
隊
外
周
を
右
回
り
に
進
み
県
道
和
田

ク
タ
ー

域

島
赤
石
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
赤
石
方
面
に
進
み

ル

県
道
徳
島
小
松
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進

み
一
般
国
道
五
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
に
進

み
立
江
川
橋
東
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
立
江
川
右
岸
を
南
西
及
び
南
東

に
進
み
県
道
阿
南
小
松
島
線
平
成
橋
東
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道

を
西
及
び
北
東
に
進
み
一
般
国
道
五
五
号
立
江
川
橋
西
詰
に
至
り
、
同

所
か
ら
立
江
川
左
岸
を
北
に
進
み
Ｊ
Ｒ
牟
岐
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
線
を
北
西
に
進
み
県
道
徳
島
上
那
賀
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
小
松
島
市
と
徳
島
市
と
の
境
界
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
に
進
み
根
井
鼻
突
端
に
至

り
、
同
所
か
ら
海
岸
線
を
北
に
進
み
小
神
子
海
岸
及
び
大
神
子
海
岸
を

経
て
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

石
井
特
定

名
西
郡
石
井
町
高
原
の
県
道
高
原
石
井
線
と
県
道
徳
島
鴨
島
線
（
旧

四
四
四

同

猟
具
使
用

道
）
と
の
交
点
（
徳
島
バ
ス
高
原
停
留
所
）
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

ヘ
ク
タ

禁
止
区
域

同
県
道
を
東
に
進
み
県
道
石
井
引
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

ー
ル

町
道
高
畑
東
七
一
号
線
を
東
に
進
み
町
道
高
川
原
二
七
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
に
進
み
一
般
国
道
一
九
二
号
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
に
進
み
Ｊ
Ｒ
徳
島
線
の
城
の
内
踏

切
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
重
松
一
四
号
線
を
北
に
進
み
町
道
重

松
一
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
に
進
み
町
道

大
万
二
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
県

道
高
原
石
井
線
と
の
交
点
（
光
厳
寺
南
東
角
）
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

県
道
を
北
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

吉
野
川
市

吉
野
川
市
山
川
町
川
田
の
Ｊ
Ｒ
徳
島
線
と
市
道
川
田
一
号
線
と
の
交

二
、
六

同

街
地
特
定

点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
に
進
み
県
道
井
上
川
田
線
と

九
〇
ヘ

猟
具
使
用

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
一
般
国
道
一
九
二
号

ク
タ
ー

禁
止
区
域

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
に
進
み
県
道
船
戸
山
川
線

ル

（
堤
天
道
路
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
野

郷
神
社
北
側
の
国
土
交
通
省
河
川
管
理
用
道
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
最
も
吉
野
川
寄
り
の
同
管
理
用
道
路
を
北
東
に
進
み
山
川
バ
ン

ブ
ー
パ
ー
ク
北
東
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
最
も
川
田
川
寄
り
の
同
管
理

用
道
路
を
南
に
進
み
同
パ
ー
ク
管
理
棟
前
に
至
り
、
同
所
か
ら
県
道
船



戸
山
川
線
を
南
に
進
み
瀬
詰
橋
南
詰
に
至
り
、
同
所
か
ら
吉
野
川
堤
防

堤
天
道
路
を
東
に
進
み
ほ
た
る
川
樋
門
を
経
て
吉
野
川
市
と
板
野
郡
板

野
町
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
に
進

み
名
西
郡
石
井
町
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界

線
を
南
に
進
み
県
道
西
麻
植
下
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

県
道
を
西
に
進
み
吉
野
川
市
鴨
島
町
山
路
の
市
道
十
二
キ
・
山
路
田
渕

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
に
進
み
市
道
山
ノ
南
・

四
反
地
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
県
道
鴨

島
神
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
に
進
み
県
道
西

麻
植
下
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
に
進
み
一
般

国
道
一
九
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
に
進
み
県

道
神
山
川
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
約
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
進
み
市
道
桒
村
西
谷
・
源
光
寺
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
北
西
に
進
み
Ｊ
Ｒ
徳
島
線
南
側
の
市
道
源
光
寺
・
近

久
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
下
女
ノ

辻
・
西
出
目
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
吉

野
川
市
川
島
町
と
同
市
山
川
町
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
市
道
西
久
保
・
岩
戸
線
を
西
に
進
み
Ｊ
Ｒ
徳
島
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
線
を
西
に
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
進
み
県
道
二
宮
山
川

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
に
進
み
市
道
古
城
三

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
に
進
み
市
道
祇
園
・

川
東
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
一
般
国

道
一
九
三
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
県
道

奥
野
井
阿
波
山
川
停
車
場
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

西
及
び
南
に
進
み
市
道
川
東
・
久
宗
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
北
西
に
進
み
県
道
井
上
川
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
県
道
を
北
西
に
進
み
Ｊ
Ｒ
徳
島
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
線
を
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

宍
喰
・
水

海
部
郡
海
陽
町
の
徳
島
県
と
高
知
県
と
の
境
界
線
と
一
般
国
道
五
五

七
四
二

同

床
特
定
猟

号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
町
道
古
目

ヘ
ク
タ

具
使
用
禁

甲
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み
県
道
金

ー
ル

止
区
域

目
宍
喰
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
に
進
み
町

道
正
梶
中
角
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
に
進
み

山
後
二
号
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
排
水
路
を
西
に
進
み
排
水
路
ト
ン
ネ

ル
入
口
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
排
水
路
を
南
及
び
南
西
に
進
み
海
部
郡

海
陽
町
日
比
原
字
馳
馬
七
一
番
地
先
に
至
り
、
同
所
か
ら
町
道
元
越
線

を
北
に
進
み
町
道
正
梶
馳
馬
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道

を
西
及
び
北
西
に
進
み
馳
馬
大
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
宍
喰
川
を
西
に

進
み
排
水
路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
排
水
路
を
北
西
に
進
み



宍
喰
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
北
西
に
進
み
大
門
堰
に

至
り
、
同
所
か
ら
町
道
角
坂
小
学
校
線
と
県
道
久
尾
宍
喰
浦
線
と
の
交

点
と
の
見
通
し
線
を
北
東
に
進
み
同
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道

を
東
に
進
み
町
道
岡
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東

に
進
み
県
道
芥
附
海
部
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南

東
及
び
北
東
に
進
み
農
道
汁
組
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
農
道
を
北
西
に
進
み
汁
組
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
広
岡
川
を
北
西
に

進
み
通
称
ド
ガ
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
農
道
汁
組
一
号
線
終

点
と
の
見
通
し
線
を
北
東
に
進
み
同
農
道
終
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

農
道
を
南
東
に
進
み
町
道
広
岡
車
ノ
口
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
町
道
を
上
広
岡
橋
方
面
に
進
み
県
道
芥
附
海
部
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
県
道
久
尾
宍
喰
浦
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
に
進
み
町
道
八
山
裏
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東
に
進
み
農
道
八
山
二
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
北
東
に
進
み
排
水
路
と
の
交
点
に
至
り

、
同
所
か
ら
同
排
水
路
を
南
東
に
進
み
県
道
久
尾
宍
喰
浦
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
に
進
み
町
道
中
学
校
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
に
進
み
宍
喰
中
学
校
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
中
学
校
及
び
県
民
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
外
周
を
右
回
り
に
進
み
町
道

八
坂
北
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
東
に
進
み
県
道
久

尾
宍
喰
浦
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
に
進
み
一
般

国
道
五
五
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
東
に
進
み
町

道
乳
の
元
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
に
進
み
海

部
郡
海
陽
町
宍
喰
浦
字
那
佐
三
四
一
番
地
の
一
に
至
り
、
同
所
か
ら
海

岸
線
を
西
及
び
南
に
進
み
通
称
カ
ク
イ
シ
湾
の
防
波
堤
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
防
波
堤
を
東
に
進
み
宍
喰
灯
台
に
至
り
、
同
所
か
ら

海
上
を
南
東
に
進
み
鹿
子
居
島
北
端
を
経
て
ワ
レ
島
に
至
り
、
同
所
か

ら
海
上
を
南
南
西
に
進
み
竹
ヶ
島
東
南
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を

西
南
西
に
進
み
通
称
ミ
ツ
に
至
り
、
同
所
か
ら
海
上
を
西
に
進
み
二
子

島
に
至
り
、
同
所
か
ら
徳
島
県
と
高
知
県
と
の
境
界
線
を
北
西
に
進
み

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

吉
野
特
定

那
賀
郡
那
賀
町
吉
野
字
川
口
の
川
口
橋
西
詰
を
起
点
と
し
、
同
所
か

一
七
ヘ

同

猟
具
使
用

ら
一
般
国
道
一
九
五
号
を
北
東
に
進
み
大
原
歩
道
と
の
交
点
に
至
り
、

ク
タ
ー

禁
止
区
域

同
所
か
ら
那
賀
川
左
岸
と
の
見
通
し
線
を
南
に
進
み
同
川
右
岸
と
の
交

ル

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
南
西
に
進
み
川
口
橋
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
橋
を
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

中
野
特
定

美
馬
市
美
馬
町
字
中
野
の
市
道
美
馬
一
三
号
線
と
三
好
市
三
野
町
と

四
五
ヘ

同

猟
具
使
用

の
境
界
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
に
進
み

ク
タ
ー



禁
止
区
域

徳
島
県
と
香
川
県
と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東

ル

に
進
み
里
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
里
道
を
南
西
に
進
み
市

道
美
馬
一
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進

み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

穴
吹
特
定

美
馬
市
穴
吹
町
穴
吹
の
一
般
国
道
一
九
二
号
の
穴
吹
新
橋
を
起
点
と

三
九
ヘ

同

猟
具
使
用

し
、
同
所
か
ら
穴
吹
川
を
南
に
進
み
県
道
田
方
穴
吹
線
新
市
場
橋
に
至

ク
タ
ー

禁
止
区
域

り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
に
進
み
一
般
国
道
四
九
二
号
と
の
交
点

ル

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
に
進
み
一
般
国
道
一
九
二
号
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ

た
一
円
の
区
域

宮
内
特
定

美
馬
市
穴
吹
町
口
山
の
一
般
国
道
四
九
二
号
と
県
道
端
山
調
子
野
線

一
一
〇

同

猟
具
使
用

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
に
進
み
恋
人
洞
門
手

ヘ
ク
タ

禁
止
区
域

前
の
稜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
北
西
に
進
み
四
等

ー
ル

り
ょ
う

り
ょ
う

三
角
点
梅
ノ
窪
（
標
高
三
六
七
・
九
メ
ー
ト
ル
）
の
地
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
稜
線
を
北
に
進
み
静
山
荘
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜
線
を
北
に
進

り
ょ
う

り
ょ
う

み
県
道
端
山
調
子
野
線
竹
鼻
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
に

進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

加
茂
特
定

三
好
郡
東
み
よ
し
町
加
茂
の
町
道
加
茂
農
免
線
と
一
般
国
道
一
九
二

四
三
〇

同

猟
具
使
用

号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
に
進
み
町
道
加
茂

ヘ
ク
タ

禁
止
区
域

中
庄
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
東
に
進
み
加
茂
谷

ー
ル

橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
加
茂
谷
川
を
北
に
進
み
三
好
市
と
の
境
界
線
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
に
進
み
県
道
出
口
太
刀
野
線
角
の

浦
大
橋
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
一
般
国
道

一
九
二
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
に
進
み
県
道
出

口
太
刀
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
に
進
み
県
道

三
加
茂
東
祖
谷
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
に

進
み
町
道
加
茂
農
免
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
に

進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

菅
生
蔭
特

三
好
市
東
祖
谷
菅
生
の
市
道
釜
ヶ
谷
菅
生
線
菅
生
橋
を
起
点
と
し
、

四
八
ヘ

同

定
猟
具
使

同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
に
進
み
菅
生
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

ク
タ
ー

用
禁
止
区

か
ら
同
川
を
北
西
に
進
み
祖
谷
川
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川

ル

域

を
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域

二
１

禁
止
に
係
る
特
定
猟
具
の
種
類

く
く
り
わ
な

２

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称
、
区
域
、
面
積
及
び
存
続
期
間



名

称

区

域

面

積

存
続
期
間

撫
養
特
定

鳴
門
市
撫
養
町
南
浜
の
市
道
南
浜
黒
崎
線
と
Ｊ
Ｒ
鳴
門
線
と
の
交
点

四
〇
〇

令
和
元
年

猟
具
使
用

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
線
を
西
に
進
み
木
津
第
二
踏
切
に
至
り
、

ヘ
ク
タ

十
一
月
一

禁
止
区
域

同
所
か
ら
谷
を
北
及
び
北
西
に
進
み
標
高
一
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
頂
上
に

ー
ル

日
か
ら
令

至
り
、
同
所
か
ら
宮
崎
基
礎
建
設
株
式
会
社
の
門
と
の
見
通
し
線
を
北

和
六
年
十

西
に
進
み
同
門
に
至
り
、
同
所
か
ら
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
黒
崎
無
線
中
継
所

月
三
十
一

電
波
塔
と
の
見
通
し
線
を
北
に
進
み
同
電
波
塔
に
至
り
、
同
所
か
ら
稜

日
ま
で

り
ょ
う

線
を
西
に
進
み
一
般
国
道
一
一
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国

道
を
北
西
に
進
み
県
道
鳴
門
公
園
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

県
道
を
北
東
に
進
み
県
道
瀬
戸
撫
養
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
県
道
を
南
東
に
進
み
市
道
南
浜
黒
崎
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
南
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
一
円
の
区
域



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
五
号

徳
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
お

い
て
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規

則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入

札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を

定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

香

川

征

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

生
体
情
報
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
病
院
局
経
営
改
革
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
月
四
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

河
野
医
科
器
械
株
式
会
社

徳
島
市
中
島
田
町
三
丁
目
五
番
地
の
一
五

五

落
札
金
額

四
千
八
百
二
十
九
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

徳
島
県
立
学
校
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
立
学
校
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
立
学
校
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
六
十
二
条
」
の
下
に
「
、
第
七
十
条
第
一
項
」
を
、
「
第
六
十
条
」
の
下
に
「

（
同
法
第
七
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



















徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

各

県

立

学

校

徳
島
県
立
学
校
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
立
学
校
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
立
学
校
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
の
表
中
「全

日
制
の
課
程

」
の
次
に
「

中
等
教
育
学
校

」
を
加
え
る
。

、

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

美

馬

持

仁

徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
教
育
委
員
会
文
書
規
程
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
第
三
号
中
「
情
報
戦
略
課
長
」
を
「
ス
マ
ー
ト
県
庁
推
進
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
徳
島
県
立
城
ノ
内
中
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
徳
島
県
立
池
田
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

徳
島
県
立
城
ノ
内
中
等
教
育
学
校

城
中

等

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
（
徳
島
県
立
城

ノ
内
中
学
校
の
項
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳島県公安委員会告示第８号

警備業法の一部を改正する法律（平成１６年法律第５０号）附則第５条の規定により，

同法による改正前の警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第１１条の２の規定による検

定に合格した者に対する審査（学科試験及び実技試験を実施するものに限る。以下「検定

合格者審査」という。）を実施することとしたので，警備員等の検定等に関する規則（平

成１７年国家公安委員会規則第２０号。以下「検定規則」という。）附則第９条の規定に

より公示する。

令和元年１０月３１日

徳島県公安委員会委員長 藤 井 伊 佐 子

１ 警備業務の種別及び級

検定合格者審査は，次に掲げる警備業務の種別ごとに，１級（検定規則第４条に規定

する検定の区分の１級をいう。以下同じ。）及び２級（同条に規定する検定の区分の２

級をいう。以下同じ。）について実施する。

(1) 空港保安警備業務（検定規則第１条第１号に規定する空港保安警備業務をいう。）

(2) 施設警備業務（検定規則第１条第２号に規定する施設警備業務をいう。）

(3) 交通誘導警備業務（検定規則第１条第４号に規定する交通誘導警備業務をいう。）

(4) 核燃料物質等危険物運搬警備業務（検定規則第１条第５号に規定する核燃料物質等

危険物運搬警備業務をいう。）

(5) 貴重品運搬警備業務（検定規則第１条第６号に規定する貴重品運搬警備業務をいう

。）

２ 実施期日及び場所

(1) 実施期日

ア 実施期日は，令和２年２月１２日（水）午前９時から正午までの間とする。

なお，受付は，同日午前８時３０分から午前９時までの間とする。

イ 実施期日において，１の警備業務の種別及び級に係る全ての検定合格者審査を実

施する。

(2) 実施場所

徳島県警察本部

（徳島市万代町２丁目５番地１ 電話０８８－６２２－３１０１）

３ 定員

検定合格者審査の定員は，１５人とする。

なお，この定員は，１の警備業務の種別及び級に係る検定合格者審査を受ける者の全

てを合わせた総数とする。

４ 対象者

検定規則附則第６条各号に定める者とする。ただし，検定規則附則第７条第２項各号

に該当するとして，検定合格者審査に係る学科試験及び実技試験の全部が免除される者

を除く。

５ 検定合格者審査の申請手続

(1) 検定合格者審査の予約

ア 専用電話による予約



(ｱ) 検定合格者審査を受けようとする者は，事前に徳島県警察本部生活安全部生活

安全企画課許可事務指導室に設置した専用電話（０９０－９５５５－１１２３）

に電話をし，当該審査の予約を行うこと。

(ｲ) 専用電話による予約（以下「電話予約」という。）は，令和２年１月６日（月

）から同月１０日（金）までの午前９時から午後５時までの間（正午から午後１

時までの間を除く。）に行うこと。

イ 予約番号の付与

電話予約をする者が４の対象者の要件を満たすときは，予約番号を付与する。

ウ 留意事項

(ｱ) 専用電話以外による予約は受け付けない。

(ｲ) 電話１回につき，１人の予約を受け付ける。

(ｳ) 電話予約の申込期間内であっても，定員に達した場合は，その時点で受付を締

め切る。

(ｴ) 検定合格者審査を受けようとする者以外の者による予約は，受け付けない。

(2) 審査申請書の提出

ア 検定合格者審査の申請ができる者

検定合格者審査の申請は，電話予約の際に警察が付与する予約番号を取得した者

（以下「審査申請者」という。）のみが行うことができる。

イ 提出書類

審査申請書（検定規則附則第１０条第１項に規定する審査申請書をいう。以下同

じ。）１通に，次に掲げる書類を添付すること。

(ｱ) 写真（申請前６月以内に撮影した無帽，正面，上三分身，無背景の縦の長さ３

．０センチメートル，横の長さ２．４センチメートルのもの） １葉

(ｲ) 現に有する旧合格証（検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検

定に関する規則（昭和６１年国家公安委員会規則第５号）第８条に規定する合格

証をいう。以下同じ。）の写し １通

(ｳ) 徳島県公安委員会以外の都道府県公安委員会で旧合格証の交付を受けた審査申

請者にあっては，次のいずれかの書面 １通

ａ その者の住所地が徳島県内にあることを疎明する書面（住民票の写し，運転

免許証の写し等）

ｂ その者が警備業務に従事し，かつ，徳島県内に所在する営業所に属すること

を疎明する書面（警備員所属証明書等）

ウ 提出先及び提出者

審査申請書は，徳島県内の最寄りの警察署の生活安全課又は刑事生活安全課に審

査申請者本人が持参の上，提出すること。ただし，やむを得ない事情がある場合で

あって，審査申請者の委任状を持参しているときは，代理人による提出を認める。

なお，郵送等による提出は認めない。

エ 提出期間

審査申請書の提出は，令和２年１月２０日（月）から同月２４日（金）までの午

前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの間を除く。）の間



に行うこと。

オ 審査手数料

審査申請書を提出する際に，審査手数料として，４，７００円を徳島県収入証紙

により納付すること。

なお，納入された審査手数料は，還付しない。

６ 検定合格者審査

(1) 検定合格者審査の実施概要

検定合格者審査は，学科試験及び実技試験を行うが，学科試験が合格基準に至らな

かった者に対しては，実技試験は行わない。

(2) 当日に持参するもの

検定合格者審査に際しては，現に所有する旧合格証及び筆記用具を持参すること。

なお，旧合格証を持参していない者は，検定合格者審査を受けることができないの

で注意すること。

７ 問合せ先

検定合格者審査の問合せは，徳島県警察本部生活安全部生活安全企画課許可事務指導

室営業係又は各警察署の生活安全課若しくは刑事生活安全課に行うこと。

なお，検定合格者審査の試験内容に関する問合せは，一切受け付けない。


